
服装・頭髪に関する注意事項 

鳥取県立八頭高等学校 

 

（１） 服装に関する注意事項 

      ア 服装は質素、清潔、端正であるよう心掛けること。 

      イ 登下校時・学校生活においては、必ず制服を着用すること。 

 （２）制服 

      ア 冬服 

   【男子】黒の標準学生服（上着、ズボンともに標準学生服認証マーク入りのもの）。 

ボタンは八頭高の校章入りのボタンを用いる。袖ボタンは２個。 

     【女子】学校指定の紺のテーラードスーツとする。上着の下襟に襟章をつける。 

スカートの丈は膝蓋骨の幅とする。指定のブラウスに紺のネクタイを締める。 

学校指定のスラックスを着用してもよい。 

      イ 夏服 

            本校指定の半袖カッターシャツ、長袖カッターシャツ、半袖ポロシャツを着 

用すること。 ズボン・スカートは冬服と同様。 

      ※ 男子カッターシャツの裾はズボンの中に入れる。 

   (ポロシャツは裾を出してもよい) 

      ※ 女子についてはオーバーブラウスであるのでシャツの裾を出してもよい。 

      ウ 防寒着 

       コート、マフラー等を着用する場合は、色やデザインが華美でないものとする。 

      エ 内着 

       夏服時は、カッターシャツから透けて見えるので、色やデザインが華美でない 

ものとする。 

         冬服時は、制服からはみ出さないように着こなすこと。色は黒、紺、グレー、 

白の単色を標準とする。特に、女子は、ネクタイが隠れないものとする。 

      オ 靴下・靴・上履 

     【靴下】白，黒，紺、グレーを標準とする。 

     【靴】制服にふさわしいもの。スリッパ等は禁止。 

     【上履】学校指定のものとし、はっきり記名する。 

      カ その他 

        ベルト…黒、茶、紺の単色。 

           鞄…学生に相応しく、華美でないこと。 

      ※ 特別な事情がある場合には、異装申請により考慮する。 

 

 



 （３）髪型に関する注意事項 

      ア 八頭高生として、品位・清潔感があり、爽やかな髪型であること。 

      イ 脱色・染色・パーマは禁止。故意に細工を施したり、高校生にふさわしくない 

髪型をしないこと。 

      ウ 特殊なカット、その他目立つ髪型は避ける。 

    【男子】長髪は不可 

      ①前髪が目にかからない 

         ②後ろが襟にかからない 

         ③横が耳にかからない 

    【女子】長い髪（肩に届く長さ）についてはゴムバンド等で髪をくくる。ヘアピン、 

ゴム等を使用するときは、白、黒、紺、茶色を標準とし、華美でないもの。 

    エ その他 

        マニキュア、化粧は禁止。指輪、ピアス等の装身具類を施さない。 


